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【手続補正書】
【提出日】平成21年8月24日(2009.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
コントローラーモジュールと；
前記コントローラーモジュールと交信可能なプローブモジュールと；
前記コントローラーモジュールと交信可能なレジスターモジュール；とを有する腐食モニ
ター装置において、
　前記プローブモジュールが少なくとも２つの冶金プローブ電極を有し、
　前記レジスターモジュールは抵抗値を測定可能であり、前記コントローラーモジュール
に対して前記プローブ電極の冶金の種類を識別、交信可能であり、
　前記腐食モニター装置が更に、前記コントローラーモジュールと交信可能な表示装置を
有し、前記コントローラーモジュールが前記プローブ電極の冶金の機能として腐食度合い
を測定し、
　前記腐食モニター装置は、プログラミング、ボタンの操作、作業手順、キャリブレーシ
ョン、または、補助電源を繋げることを作業者が更に行うことなく、操作することができ
ることを特徴とする腐食モニター装置。
【請求項２】
前記装置が携帯可能であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記装置が電池式であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
前記コントローラーモジュールが更に、腐食度合いを測定可能なマイクロコントローラー
を有することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項５】
前記マイクロコントローラーが更に、腐食度合いのデータの供給、および、保存可能であ
ることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
前記コントローラーモジュールが、デスクトップや携帯可能なコンピューター化された装
置と交信可能であることを特徴とする請求項５に記載の装置。
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【請求項７】
コントローラーモジュールと；
少なくとも２つの冶金プローブ電極を有し前記コントローラーモジュールと交信可能なプ
ローブモジュールと；
前記コントローラーモジュールと交信可能な抵抗値を有するレジスターモジュールと；を
有する腐食モニターシステムにおいて、
　前記コントローラーモジュールに対して、前記抵抗値が前記プローブ電極の冶金の種類
を識別し、
　前記腐食モニターシステムが更に、前記コントローラーモジュールと交信可能な表示装
置を有し、前記コントローラーモジュールが前記プローブ電極の冶金の機能として腐食度
合いを測定し、
　前記腐食モニターシステムは、プログラミング、ボタンの操作、作業手順、キャリブレ
ーション、または、補助電源を繋げることを作業者が更に行うことなく、操作することが
できることを特徴とする腐食モニターシステム。
【請求項８】
前記コントローラーモジュールが、腐食度合いの測定、および、腐食度合いのデータの保
存が可能であることを特徴とする請求項７に記載の腐食モニターシステム。
【請求項９】
前記コントローラーモジュールが、デスクトップや携帯可能なコンピューター化された装
置と交信可能であることを特徴とする請求項７に記載の腐食モニターシステム。
【請求項１０】
前記システムが携帯可能であることを特徴とする請求項７に記載の腐食モニターシステム
。
【請求項１１】
前記システムが電池式であることを特徴とする請求項１０に記載の腐食モニターシステム
。
【請求項１２】
（ａ）（ｉ）コントローラーモジュールと；（ｉｉ）少なくとも２つの冶金プローブ電極
を有し、前記コントローラーモジュールと交信可能なプローブモジュールと；（ｉｉｉ）
前記コントローラーモジュールと交信可能な抵抗値を有するレジスターモジュールとを有
する腐食モニター装置であって、前記抵抗値が、前記コントローラーモジュールに対して
前記プローブ電極の冶金の種類を識別する腐食モニター装置を提供し；
　（ｂ）前記プローブモジュールを溶液内に設置し；
　（ｃ）前記コントローラーモジュールを介して電流により前記レジスターモジュールを
帯電させ；
　（ｄ）帯電された前記レジスターモジュールの抵抗値に基づいて、前記コントローラー
モジュールにより前記プローブモジュールの種類を識別し；
　（ｅ）前記プローブモジュールが識別された後に、前記プローブ電極の冶金の機能とし
て、腐食度合いを前記コントローラーモジュールにより測定する；工程を有する腐食度合
いを測定する方法であって、
　前記腐食モニター装置が更に、前記コントローラーモジュールと交信可能な表示装置を
有することを特徴とする腐食度合いを測定する方法。
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